
2016（Ｈ28）年 2017（Ｈ29）年

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ ４

平成28年度 参与会議の審議スケジュール

意
見
書⇒

本
部
長※

※ 総合海洋政策本部令 （平成１９年政令第２０２号）
第１条 ２ 参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。

○
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○
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書
と
り
ま
と
め

参与会議においてPT設置を決定後、速やかにPTを立ち上げ、検討を開始。

参与会議座長のイニシアティブの下、適時に開催する。

参与会議による工程管理の下、主査のリードで開催。

○
各
Ｐ
Ｔ
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置
・
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